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○ 庄 原市緊急通報体制整備事業実施要綱  

平成 20年 ３月 19日告示 第 34号  

改正  

平成 22年３月 31日告示第 49号の１  

平成 25年 12月 13日告示第 129号  

庄 原市緊 急 通報体制整備事業実施要綱  

（ 趣旨 ）  

第 １条  こ の要綱 は 、ひとり暮らしの状態にある高齢者等に緊急 通報装置（以下「用

具 」と い う。）を給付し、高齢者等の不安を解消するとと もに、急病や災 害等の

緊 急時 に 迅速か つ 適切に対応を図り、そ の福祉の増進に 資するた め、庄原 市緊急

通 報体 制 整備事 業（以下「事業」という。）の実施に関し、必 要な事項 を定め る

も のと す る。  

（ 対象 者 ）  

第 ２条  事 業の対 象 者は、市内に住所を有し、次の各号のい ずれかに 該当する 者で

お おむ ね ３名の 協 力員が確保できる者とする。  

(１ ) お お む ね 65歳 以 上 の 虚 弱 で 健 康 に 不 安 の あ る ひ と り 暮 ら し 世 帯 又 は 高 齢

者 の みの世帯若しくはこれに準ずる世帯に属する高齢者  

(２ ) 身 体 障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する身 体障害者  

(３ ) そ の 他市長が特に必要と認める者  

（ 協力 員 ）  

第 ３条  協 力員は 、原則として対象者の近隣に居住し、緊急 時に即応 できる者 とす

る 。  

２  協力員は、この事 業の活動により知り得た秘密を他に漏ら してはな らない。  

（ 給付 の 申請）  

第 ４条  用 具の給 付 を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、緊急通報

装 置給 付 申請書 （ 様式第１号）を市長に提出するものとする。  

（ 給付 の 決定）  

第 ５ 条  市 長 は 、前条 の 規 定 に よ る 申請書 を 受 理 し た と き は、 そ の 内 容 を 審 査 し、

用 具の 給 付が適 当 と認めたときは、申請 者に緊急通報装 置給付決 定通知書（様式

第 ２号 ） により そ の旨を通知するとともに、用具を給付するも のとする 。  

２  前項の規定による 通知書を受けた申請者が用具の給付を受 けたとき は、速やか
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に 緊急 通 報装置 受 領書（様式第３号）を市長に提出しなければ ならない 。  

３  市長は、用具の給付が不適当と認めたときは、申請者に緊急 通報装置 給付不承

認 通知 書 （様式 第 ４号）によりその旨を通知するものとする。  

（ 費用 負 担及び 支 払）  

第 ６条  用 具を給 付 されることになった者は、別表の基準に より、用具 の給付に 要

す る費 用 の一部 又 は全部を負担するものとし、市長が定 める期限 までに利 用者負

担 金を 市 に支払 わ なければならない。  

２  用具の使用に係る 料金又は保守管理に要する経費は、全て用 具の給付 を受けた

者 の負 担 とする 。  

（ 用具 の 管理）  

第 ７条  用 具の給 付 を受けた者は、当該用具を給付の目的 に反して 使用し、譲 渡 し、

交 換し 、 貸付け 又 は担保に供してはならない。  

２  市長は、用具の給付等を受けた者が前項の規定に違反したと きは、当該 用 具の

給 付 を 受 け た 者 に 対 し 当 該 用 具 の 給 付 に 要 し た 費 用 の 全 部 若 し く は 一 部 の 支 払

を 請求 し 、又は 当 該用具の返還を命ずることができる。  

（ 給付 を 受けた 者 の義務）  

第 ８条  用 具の給 付 を受けた者は、申請書に記載した事項に 変更があ ったとき 又は

用 具が 不 用にな っ たときは、速やかに市 長へ報告し、指 示に 従わな ければな ら な

い 。  

（ 関係 機 関との 連 携）  

第 ９条  事 業の実 施 に当たっては、消防署、民生委員、地域包括支援 センター 、ひ

と り暮 ら し高齢 者 等巡回相談員等と十分に連携を図るものとす る。  

（ その 他 ）  

第 10条  こ の要綱 に 定めるもののほか、必要な事項は、市 長が別に 定める。  

附  則  

こ の告 示 は、平 成 20年４月１日から施行する。  

附  則（平成 22年３月 31日告示第 49号の１）  

こ の告 示 は、平 成 22年４月１日から施行する。  

附  則（平成 25年 12月 13日告示第 129号）  

こ の規 則 は、平 成 26年４月１日から施行する。  
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別 表（第６ 条 関係）  

利 用者 負 担の基 準  

用 具 の給 付 に

要 す る費 用  

利用者

負担率  
利用者世帯の階層区分  負担額  

給 付 年度 に お

け る 用具 の 物

品 購 入単 価 契

約 金 額  

０％ 生活保護法による被保護世帯  当該年度 単

価契約金 額

に利用者 負

担率を乗 じ、

100円未満 を

切り捨て た

金額とす る。

０％ 市民税額が０円及び均等割の額のみ課税 の世帯  

20％
市民税額（均等割の額及び所得割の 額の合算 額）

が 16,500円以下の世帯  

40％
市民税額（均等割の額及び所得割の 額の合算 額）

が 16,501円以上 40,500円以下の世帯  

60％
市民税額（均等割の額及び所得割の 額の合算 額）

が 40,501円以上 100,500円以下の世 帯  

80％
市民税額（均等割の額及び所得割の 額の合算 額）

が 100,501円以上 147,000円以下の世帯  

100％
市民税額（均等割の額及び所得割の 額の合算 額）

が 147,001円以上の世帯  

様 式（省略 ）  


